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〔原　著〕

コモンズとしての牧草地の管理権をめぐる正当性の相互承認構造：

内モンゴル自治区における牧民・行政職員・都市住民の

制度的基盤と認知的基盤

要　　　約

正当性とは，自他がコモンズの管理に関与する権利の承認可能性と定義され，その規定因として，法規な

どの制度にもとづく準拠枠である制度的基盤と，自他の専門性などへの主観的評価である認知的基盤が提起

される。本研究では，内モンゴル自治区における牧民・行政職員・都市住民の間での，牧草地の管理権をめ

ぐる正当性の相互承認構造を検討した。牧民が認知的基盤に依拠して自らの正当性を承認する一方，行政職

員は制度的基盤より彼らの正当性を否認するなど，三者間には正当性の判断に不一致が見られた。コモンズ

の管理など多様な人々の利害にかかわる公共政策の決定において，正当性の相互承認に焦点をあてることの

重要性について議論した。
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問　　　題

本研究では，内モンゴル自治区における牧草地の管理

に焦点をあて，コモンズの管理権をめぐる多様なアク

ター間での正当性の相互承認構造について検討する。

内モンゴル自治区におけるコモンズとしての牧草地とそ

の管理制度の変化

井上（2001）は海や川といった自然資源の所有と利用

に関して，私的あるいは国家によって公的に所有される

資源でも地元住民が共同的な利用と管理を行うならその

資源はコモンズと定義できるが，行政機関が排他的管理

を行う場合にはコモンズにならないと述べ，資源の所有

よりも利用と管理の形態を重視したコモンズ論を展開し

た。この論では，アクセスする権利が特定の集団に限定

されない資源はグローバル・コモンズ，地域社会のよう

に一定の集団のメンバーにアクセス権が限定される資源

はローカル・コモンズと定義される（井上，2001）。ここ

ではまず，井上（2001）による定義にもとづく視点から，

内モンゴル自治区における草原（牧草地）の管理形態の

歴史的変遷を概観する。

内モンゴル自治区は 1947年樹立の民族高度自治政府

が前身であり，中華人民共和国が 1949年に成立するま

で，この地域の牧草地はモンゴル民族を中心とする牧民 1）

が共同管理していた。当時の家畜飼育は，季節ごとに家

畜を広く移動させる遊牧が主要形態であった。個人や集
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1）ここで述べる牧民とは，内モンゴル自治区において牛・羊・馬などの遊牧もしくは牧畜を生業とする人々で

あり，民族としてはモンゴル民族のほか漢民族，その他の少数民族も含まれる。すなわち，本研究における

牧民とは民族ではなく，職業にもとづくカテゴリーである。
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落単位で牧草地を区切る管理は行われず，家畜の過放牧

を禁じる，馬の骨折を防ぐため牧草地に穴を掘らないと

いった規範を遵守すれば，異なる集落の牧民同士が同じ

牧草地を共同利用することも多かった。すなわち，この

時代における内モンゴル自治区の牧草地は，当時の自然環

境条件に即し，アクセス権が特定の集団に限定されない

グローバル・コモンズとして成立していたと考えられる。

中華人民共和国の成立以後，国内の土地は原則的に国

家の所有とされ，個人には土地の利用権のみが付与され

る。これは，国や自治体など行政機関が資源を所有する，

公的所有と定義される制度である（井上，2001）。内モン

ゴル自治区でも 1981年以降には土地細分化政策が進め

られ，牧草地の利用権が集落単位から家族単位，さらに

個人単位へと細分化された。こうした管理主体の細分化

は，共同管理・共同利用を前提とするコモンズが徐々に

解体される過程であったとも言えるだろう。

ただし内モンゴル自治区における牧畜地域の草原は，

中華人民共和国の法規上，それが牧草地として利用され

る限り，集落ごとの共同管理組織（村委員会）に所有権

と利用権が設定される。土地細分化政策の導入後も，実

際に個人単位での牧草地の管理は困難であったから，実

質的には集落単位，またはホトアイルと呼ばれる小規模

なコミュニティ単位での共同管理が多かった。このよう

に地域社会など特定集団のメンバーが資源を共同で利

用・管理する制度は，共的所有制度と定義される（井上，

2001）。すなわち内モンゴル自治区の牧草地は，中華人民

共和国の成立以降，各集落に所属する牧民の共的所有と

共同管理に委ねられたローカル・コモンズに変化したと

言える。

地域社会のような小規模な集団内では，人々が相互の

資源アクセスを観察しやすい。その中でコモンズの共同

的な利用・管理を行うためには，地域社会内の人々の合

議にもとづき，個人の資源アクセスに一定の制限を加え

る共同管理制度の構築が重要になる（Ostrom, 1990）。実

際に内モンゴル自治区における牧民の集落では，牧草地

を適正管理するための伝統的な知識や技術が社会的資源

として蓄積され，これらの知識や技術を習得した人々に

よる共同的な管理がなされている（蘇米雅，2012）。

コモンズを適正管理するため個々人の行動に一定の統

制を加える手段としては，Ostrom（1990）が述べる共同

管理のほか，外部的で強権的な政府による集権的管理が

提起される（Hardin, 1978）。内モンゴル自治区の牧草地

に対する集権的管理の例として，2000年から実施された

生態移民政策が挙げられる（小長谷・シンジルト・中尾，

2005）。この政策は，牧草地の砂漠化防止と牧民の救貧対

策を主目的として，砂漠化の原因が牧民による家畜の過

放牧であるとの前提のもと，行政主導で放牧を制限し，

あるいは牧民に牧畜そのものを廃業させて都市部へ移

住・定住させる政策である。2002年に「退耕還林」を目

的とした中華人民共和国国務院令の公布，2003年に「退

牧還草」が追加された後，現在も内モンゴル自治区で継

続中である（那木拉，2009; 蘇米雅，2010）。

以上のように概観すると，内モンゴル自治区における

牧草地の管理制度は生態移民政策が導入された 2000年

以降，Ostromの主張する地域社会ごとの共同管理から，

Hardinの主張する行政主導の集権的管理へ移行しつつあ

ると結論できる。

正当性：管理制度を決定・運用する権利への承認可能性

利害や価値観の異なる多様なアクターが関与するコモ

ンズには，それを適正管理するための管理制度の決定や

運用にも，多様なアクターが関与する。このように多様

なアクターがかかわる制度が機能的に作動するために

は，制度の決定や運用を行う権利を誰にどのような根拠

から承認するかについての判断が，アクター間で一致し

なければならない。この合意が成立しない場合，制度そ

のものの管理を誰がどのような根拠から行うべきかをめ

ぐってアクター間に葛藤が生じ，制度の円滑な決定や運

用が妨げられる。たとえば，オーストラリアにおけるア

ボリジニーの環境権をめぐる運動（細川，2005），ケニア

における 100年前の土地利用契約の有効性をめぐる白人

入植者とマサイの係争（松田，2005）などは，制度を決

定・運用する権利をめぐってアクター間に葛藤が発生し

た事例である。

コモンズの管理権とは，資源の適正維持のために人々

の行動へ一定の統制を加える権利と定義できる。この権

利を人々が誰にどのような根拠から承認するかについて

の検証は，コモンズの管理制度を円滑に機能させる上で

重要である。野波ら（野波・加藤・中谷内，2009; 野波・

加藤，2010, 2012; 野波，2011）は，宮内（2006）による

環境社会学的な知見にもとづき，自己を含む各アクター

に対する何らかの理由・価値にもとづくコモンズの管理

権への承認可能性を，正当性（legitimacy）と定義した。

正当性に関する議論は，Weber（1924/1978, p. 31）に

よる「権威の正統性」の提起以来，社会学や政治学を含

む社会科学全般で展開されてきた。たとえば Suchman

（1995）における正統性（organizational legitimacy）は，

ある主体の行為が，社会において構造化された規範や価

値に沿った望ましいものであるという一般化された認知

と定義される。この定義にもとづく正統性とは，社会な
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いし集団の中で，ある行為が集合的に受容または支持さ

れることによって成り立つ妥当性や望ましさであると考

えられる。また社会心理学における正当性は，人々に権威

や規範の受容を促す規定因と位置づけられる。権威の正

当性について言及した Zelditch（2001）や Johnson（2004）

によれば，権威や規範の正当性に対する人々の評価は，

各自の個人的な信念ではなく，集合的な過程から基盤づ

けられる。すなわち，権威や規範の正当性は，不特定多

数の人々がその権威・規範を受容するだろうとの個々人

の予測，つまり集合的な支持や服従の予測によって成立

するという。これに対して Caddick（1981）のように，

人々が自らの個人的な価値観をもとに，既存の集団間

構造や社会システムの望ましさや好ましさを判断する

過程を，正当性と定義する研究もある（Caddick, 1981;

Hornsey, Spears, Cremers, & Hogg, 2003）。

Suchman（1995）や Zelditch（2001）が集合的支持を正

当性の基盤とした一方で，Caddickらは既存の社会シス

テムへの望ましさ・好ましさといった個々人の主観的な

判断過程を正当性と見なす。これらを統合する研究とし

て，規範や価値の正当性を合法性（validity）と適否性

（propriety）に分離した Dornbush and Scott（1975）が挙

げられる。合法性とは，人々が自己の信念とは別に，一

定の規範や価値に従うべきと認知する義務感である。そ

の規範や価値に他の人々が従うだろうという集合的受容

が予測されるとき，合法性は増強され，規範や価値への

個人の受容も高まる。また適否性とは，規範や価値の好

ましさや望ましさに対する個人的な受容可能性の判断と

される（Dornbush & Scott, 1975）。

以上のように，権威や規範に対する承認としての正当

性は，集合的受容の予測にもとづく承認と，個人の信念

や価値観にもとづく承認との 2種に分離される。これに

沿って本研究では，先述のように権利の承認可能性と定

義された正当性の規定因として，制度的基盤（institutional

substance）と認知的基盤（perceived substance）を仮定

する。前者は，人々の主観的な判断の外側に存在する法

規的ないし政治的，社会的な規範に依拠した準拠枠であ

る。人々がこの準拠枠にもとづいて自己や他者の権利の

正当性を判断するとき，その過程では個人的な信念や価

値観よりも多数者による集合的受容への予測が重視さ

れ，Suchman（1995）および Zelditch（2001）が定義した

正当性や，Dornbusch and Scott（1975）の述べる合法性

に沿ったものとなる。一方で後者は，集合的受容のよう

な外的要因よりも，自他の好ましさや望ましさへの主観

的評価に依拠した準拠枠である。この準拠枠による自他

の正当性への評価は，集合的受容より個人の信念や価値

観が前提となり，Caddick（1981）による正当性，あるい

は Dornbusch and Scott（1975）による適否性に沿った判

断過程となる（野波・加藤，2012）。

法規的または社会的な規範によって所有者が明確に定

められた私有財は，その管理や利用を行う権利が所有者

に承認される。これに対して，所有者の存在しないオープ

ン・アクセスな資源や，所有者と利用者が分離しやすい

公的所有にもとづく資源では，正当な利用者や管理者が

誰であるかが，各アクターの好ましさなどに対する主観

的な評価から判断されやすい。こうした認知的な基盤は，

正当性に関する人々の判断を収束させる影響力が低いた

め，アクター間での正当性の相互評価に差異が発生しや

すいとされる（野波ら，2009; 野波・加藤，2010, 2012）。

コモンズの管理権をめぐるアクター間での正当性の相互

承認構造

先述のように，多様なアクターが関与するコモンズの

適正管理を目的とした制度の決定や運用を円滑に進める

ためには，コモンズの管理権が誰にあり，またその権利

の根拠は何かといった正当性の評価を，アクター間で一

致させる必要がある。その際，アクター間に存在する正

当性の相互承認の構造を記述することは，重要な基礎的

研究となる。コモンズの管理権をめぐる多様なアクター

間での正当性の相互承認構造とは，図 1（後述）のよう

にモデル化できる。

Häikiö（2007）は，フィンランドで環境政策をめぐっ

て一般市民や政治家などの間に成立した正当性の相互承

認構造について報告した。一般市民は，自己の専門性に

依拠して自らが政策を立案する権利の正当性を承認し

た。この専門性には法規上や政治上での根拠がなく，主

観的な評価にもとづく認知的基盤が，彼らが自己の正当

性を承認する上での根拠であったことになる。また政治

家は，一般市民の専門性を低く評価してその正当性を否

認する一方，制度的な手続きである選挙で選任されたこ

とを根拠として，自己の正当性を承認した。つまり政治

家は，認知的基盤にもとづく一般市民の正当性を否認し，

自らには制度的基盤にもとづく正当性を承認した。この

報告は，公共政策の決定権の正当性やその根拠をめぐり，

アクター間での相互評価に不一致が発生した事態を描出

したものである。

これに対して野波・加藤（2010）は，沖縄県でサンゴ

礁の保全対策立案に関する権利をめぐり，漁業協同組合

（漁協）関係者・行政職員・一般住民の間で正当性の相互

承認が一致した事例を報告した。漁協関係者は，まず漁

業権の保持という制度的基盤により，サンゴ礁の保全対
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策を決定する正当な権利者として行政から承認されてい

た。さらに，サンゴ礁の持続的利用と漁業振興による雇

用創設を通じて信頼を獲得し，一般住民から認知的基盤

にもとづく正当性を承認されていた。すなわち行政職員

と一般住民が，いずれも漁協関係者をサンゴ礁の正当な

管理者と承認しており，アクター間での正当性の相互評

価の一致が，コモンズの管理政策を円滑に機能させると

結論された（野波・加藤，2010）。

内モンゴル自治区で牧草地の管理に関与するアクター

としては，牧草地を生活の場とする牧民が第一に挙げら

れる。第二に，生態移民政策の施行という形で行政によ

る集権的管理が進む現在，自治区内における旗行政 2）の

職員も重要なアクターとなる。第三のアクターは，自治

区内の都市住民である。内モンゴル自治区における砂漠

化は，都市部で黄砂を深刻化させる原因と見なされてい

る。したがって自治区内の都市住民も，牧草地の管理の

あり方から影響を受けるアクターと設定できる。

本研究では図 1のモデルにもとづき，コモンズとして

の牧草地を管理する政策や制度の決定権をめぐって上記

3種に成立する正当性の相互承認構造を，インタビュー

調査で明らかにする。特に制度的基盤と認知的基盤に着

目し，牧民・行政職員・都市住民が牧草地の管理権をめ

ぐる相互の正当性をどのような基盤から判断するか，そ

の判断は三者の間で一致するかについて，検討を加える。

調査方法

調査対象者

内モンゴル自治区の省都フフホト市，およびシリンゴ

ル盟 3）正藍旗（せいらんき）で，2010年に半構造化面

接法によるインタビュー調査を実施した。調査対象者の

人数と性別は以下の通りである。

1）牧民：生態移民政策によって正藍旗の都市部へ移住

した A村の住民 8名（男性 7名，女性 1名）。この

カテゴリーの対象者はすべて，乳牛を中心とした牧

畜を主な収入源とする。

2）行政職員：正藍旗の行政職員 5名（男性 3名，女性

2名）。このカテゴリーの対象者には，牧畜およびそ

の他農業を職業とする者は含まれなかった。

3）都市住民：フフホト市に在住する住民 12名（男性

10名，女性 2名）。行政職員と同様に，このカテゴ

リーの対象者にも，牧畜や農業を職業とする者は含

まれない。

インタビューは単独面接ないし数名ごとの集団面接で

実施し，所要時間は 1回 30分から 1時間前後であった。

面接にあたっては，まず本研究の筆者らが日本語で質問

項目を作成し，これを内モンゴル自治区出身である筆者

の一人が漢語ないしモンゴル語に翻訳した上でインタ

ビューを行った。インタビュー結果については，漢語な

いしモンゴル語による回答を，同一の筆者が日本語に訳

出した。

調査項目

調査における第一の焦点は，生態移民政策という集権

的管理に対する各アクターの評価である。これに関して

は，生態移民政策そのものに対する評価と，生態移民政

策を契機とした牧草地の変化について，それぞれ「生態

移民政策による自身の生活への影響は何か，この政策に

ついて牧民・行政職員・都市住民はそれぞれどのように

評価していると思うか」および「生態移民政策の前後で

牧草地はどのように変化したか」という質問項目へ自由

回答を求めた。第二の焦点は，牧草地の管理権に関する

各アクターの判断，ならびにその判断の根拠である。こ

れらについて，「牧民・行政職員・都市住民には，牧草の

保全を目的として，牧草地への立ち入り禁止や放牧制限

を行う権利があるか」，「その権利がある，ないと判断さ

れるとき，その根拠は何か」という質問項目への自由回

答を求めた。

また，牧草地の管理とアクター 3種それぞれとのかか

わりを検討するため，「牧草地の砂漠化はどのような点か

ら脅威と感じられるか，牧草地の砂漠化が進むとあなた

にとって困ることは何か」という質問項目を設置し，砂

漠化への評価を尋ねた。先述のように，砂漠化は都市部

に黄砂を発生させる原因と目されており，特に都市住民

に牧草地の管理への関心を促す要因になり得る。他方，

牧民と行政職員は，砂漠化へ異なった評価を下している

可能性もある。これらの評価を比較することで，牧草地

の管理に対するアクター 3種それぞれの関心や関与を明

らかにする。

本研究では，筆者の一人が調査対象のA村出身であり，

正藍旗の行政職員とも親交があったことから，この個人

2）「旗」とは内モンゴル自治区における行政区分の単位であり，人口や面積などの規模から見れば日本の「郡」

に相当する。

3）「盟」は，先の「旗」と同じく内モンゴル自治区における行政区分の単位であり，規模的には日本の「県」に

相当する。
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的なつながりをもとに調査対象者の牧民と行政職員を抽

出した。また都市住民については，フフホト市内でのラ

ンダム抽出によって対象者を確保した。なお正藍旗は牧

畜を主要産業とする地域であるが，居住する民族の比率

では，現在は漢民族が 6割以上とされる。したがってイ

ンタビューの際には，牧民・行政職員・都市住民ともに

対象者がモンゴル民族と漢民族のいずれかに偏ることの

ないよう，対比バランスをとって抽出した。

結　　　果

砂漠化への評価

牧民・行政職員・都市住民それぞれに，砂漠化による

日常生活への影響を尋ねることで，牧草地の管理に対す

る各アクターの関心や関与を検討した。以下のような回

答が見られた。

【牧民の回答例】

「砂漠化自体はそれほど問題ではないと思います。い

つ頃からこんなに問題とされたのか，記憶がありません

ね。本当に砂漠化が進むと草が無くなり，家畜の餌がな

くなる。そして牧民の生活が成り立たなくなる」（68歳

男性，モンゴル族）（回答 A1）

「私が子供の頃も砂漠があった。でもその時は，現在の

ように問題にはされなかったようです。……なぜ，今に

なって問題になるのかと」（57歳男性，モンゴル族）（回

答 A2）

「私は砂漠の中で生まれ育った人間ですから，脅威感は

持っていません。生活さえできれば砂漠でもよかった」

（47歳女性，モンゴル族）（回答 A3）

「誰も脅威を感じていなかったと思います。移民するま

で，誰の口からもそんなことは聞いていませんでした」

（58歳男性，漢族）（回答 A4）

「砂漠は急にできてしまったわけではなく，昔の時点で

すでにあった。それをなんとかして生きてきた。地球な

んか，私たちに言える範囲ではない。自分たちの生活環

境で必死です」（43歳男性，漢族）（回答 A5）

【行政職員の回答例】

「私は一人の行政職員として，草原の砂漠化問題を非常

に脅威に感じます。牧民をその問題から救い出すのは，

職員としての使命だと思います。地球環境保護にも，人

間一人ひとりの責務があるからです」（36歳女性，モン

ゴル族）（回答 A6）

「砂嵐を止めないと行政職員として失格でしょう」（53

歳男性，モンゴル族）（回答 A7）

「私が脅威を感じる，人類の存続の問題です。地球は一

つだけですから，これを壊してしまうと人類が生きてい

けないと思います」（48歳男性，漢族）（回答 A8）

【都市住民の回答例】

「直接的には砂嵐，環境の悪化，地球温暖化です」（30

歳男性，モンゴル族）（回答 A9）

「砂嵐をなくし，全国人民の生活安全を守ること。ま

た，地球環境にも大きな影響を及ぼしているので，人類

の存続に脅威感をもっている」（43歳男性，漢族）（回答

A10）

「砂嵐で，小さくいえば日常生活に影響が出ている。大

きく言えば，地球環境に大きな影響を与えている」（58

歳男性，漢族）（回答 A11）

「春になると毎日マスクをしないと町に出られない。

止めないと生活が困ります」（33歳女性，漢族）（回答

A12）

牧民は，A1・A3・A4などの回答に見られるように，

砂漠化のリスクに対する評価が低かった。A3・A5など，

牧民が歴史的に砂漠化への対応そのものを日常生活の一

部としていたことを推測できる回答も見られた。さらに

A1・A2など，砂漠化が問題視されること自体へ疑問を

呈する回答も得られた。

行政職員と都市住民からは，行政職員における A6・

A8，都市住民における A9・A10などのように，砂漠化

を地球環境問題のひとつととらえる回答が得られた。都

市住民の一部にはA12のように日常生活上での具体的な

支障を挙げる回答も見られたが，行政職員と都市住民の

回答の多くは，自身の日常生活より地球環境への負荷に

重点を置いて砂漠化のリスクを評価するものであった。

このほか行政職員には A6・A7のように，職業上からの

砂漠化との関与を示唆する回答も見られた。

生態移民政策による日常生活への影響

生態移民政策が牧民・行政職員・都市住民それぞれの

日常生活に及ぼした影響と，それに対するアクター間で

の相互評価の予測を尋ねた。その結果は，以下のような

ものであった。

【牧民の回答例】

「率直に言うと，私たちの土地が奪われたといっても過

言ではありません。こうした成果に行政職員は喜ぶこと

でしょう。彼らが一生懸命に推進していることなのだか

ら。都市住民も，私たちがレンガで造った家に住むのを

見て，生活が良くなったとか牧民が生態移民で得したと

か言うでしょうね」（68歳男性，モンゴル族）（回答 B1）

「……行政職員は成果を喜び，牧民はその成果に苦し

む，都市住民は私たちが行政から恵まれた優待をもらっ
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たと思っていることでしょう」（47歳女性，モンゴル族）

（回答 B2）

「この政策は，正しくありません。環境だけを考えて牧

民の将来をないがしろにしている。行政職員は満足して

いるだろうね。……都市住民も高く評価しているのでは

ないでしょうか。草が生えて砂嵐がなくなった，と」（27

歳男性，漢族）（回答 B3）

「村民はみんな，最初からこの政策に反対でした。……

行政職員と都市住民は満足しているでしょうね。……整

然とした住宅地，テレビ，冷蔵庫，かつての地域では使

うこともなった家電製品を持つことになった，と」（39

歳男性，漢族）（回答 B4）

【行政職員の回答例】

「生態移民政策は，牧民の生活の現状を変えるただ一つ

の方法です。これに対して牧民の大部分は納得している

が，少数の牧民がまだ理解できていないようです。……

地方行政も大きな力をいれているし，環境保全もちゃん

とできたし，この点で高く評価できる。……都市住民に

とっては直接の関係はない。しかし，生態環境がよく

なった点で，都市住民も高く評価しているでしょう」（36

歳女性，モンゴル族）（回答 B5）

「牧民にとっては，環境も生活の質も向上しているのだ

から，高く評価しているだろうと思います。地方行政は

人やお金をいれて環境保全に全力をあげている。都市住

民の生活には直接関係がないため，関心はそんなに高く

ないと思います」（40歳女性，漢族）（回答 B6）

「牧民も都市住民も行政も，生態移民政策を高く評価し

ていると思います。生態移民政策は，確かに草原生態環

境の回復に役立っている」（48歳男性，漢族）（回答 B7）

【都市住民の回答例】

「牧民にとっては生存にかかわる問題ですから，関心が

高いでしょう。地方職員には生態移民政策をいかに実施

するかが彼らの仕事になりますから，高い関心を持って

いるはずです。しかし，都市の市民にはそこまでのかか

わりがないため，全く関心がないとも言えるのではない

でしょうか」（50歳男性，モンゴル族）（回答 B8）

「牧民は生活のスタイルが変わっているから一番関心

が高く，次には行政職員で，環境保護が成績や業績になっ

て，昇進にもつながるから。都市住民には関係ないと思

います」（29歳男性，モンゴル族）（回答 B9）

「牧民が一番関心を持っていると思います。彼らの生活

環境を良くしているから。地方行政職員はこの地域の牧

民の生活の質を向上させるために努力していると思いま

すから，彼らも高い関心を持っていると思います。……

フフホトの市民にとってはあまりにも遠いですから，直

接的な関係が生じない」（38歳男性，漢族）（回答 B10）

「正直なところ，何も分かりません」（33歳女性，漢

族）（回答 B11）

B1・B3の回答など，牧民は生活上で望ましくない変

容を迫られた点から，生態移民政策を否定的にとらえて

いた。ただし彼らは，自身にとっては望ましくないその

変容も，都市住民と行政職員は肯定的に見るだろうと予

測し，B2・B4のような回答が見られた。

行政職員は，B5・B7の回答など，牧草地の環境保全

の達成という点から，生態移民政策を肯定的に評価した。

また B6のように，牧民もまたこの政策を肯定的に受容

するだろうと予測した。都市住民に対しては，B6のよう

に低関心を予測する一方で，B5・B7のように環境保全

の達成から政策を肯定的に評価しているだろうと予測す

る回答も見られた。

最後に都市住民は，B9・B10・B11などの回答に見ら

れるように，牧民・行政職員と比較して，生態移民政策

による生活上の影響や関心が低い。牧民に対しては，B10

など，生活上の改善がもたらされた点で政策に高い関心

をよせているだろうとの評価を行った。また行政職員に

関しては，B8・B9のように，職業上の関連から生態移

民に関心を持っているだろうと評価する回答が見られ

た。

生態移民政策による牧草地の変容に関する評価

生態移民政策の導入前後で牧草地に生じた変化を尋ね

ることで，行政による集権的管理が牧草地の保全に及ぼ

した効果への評価を検討した。

【牧民の回答例】

「草は良くなった。しかし，量的には良くなったが，質

的に下がりました。今の草は，家畜が食べてくれない。

そういう草になってしまった」（57歳男性，モンゴル族）

（回答 C1）

「牧草地は良くなった。……“良くなった”というのは

草だけの話ですよ。逆に私たちを見て下さい。明日がど

うなるか分らない」（47歳女性，モンゴル族）（回答 C2）

「牧草地は移民後に本当に良くなった。しかし，私の何

十年の羊飼い経験から見ると，現在は羊の食べる草がな

くなってしまったと思います。人の足，家畜の足，それ

が全部止められたのですから，草が生えるのはあたりま

えですね」（58歳男性，漢族）（回答 C3）

「牧草の草は良くなった。しかし，使用する価値は低く

なった。草の質が変わった。家畜が食べなくなったので

す」（36歳男性，漢族）（回答 C4）
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【行政職員の回答例】

「生態移民政策の実施は，草原の生態環境に対する人や

家畜の圧力を減軽し，砂嵐が少なくなった」（36歳女性，

モンゴル族）（回答 C5）

「生態環境が良くなったではないか。これは，生態移民

政策の成果です。生態環境がよくなれば草もよくなる」

（40歳女性，漢族）（回答 C6）

「大きく変化した。草が増えて，砂嵐も少なくなってい

る」（48歳男性，漢族）（回答 C7）

【都市住民の回答例】

「直接牧民に聞いたことはありませんが，テレビや新

聞などで，生態移民政策によって草原の砂漠化が大分抑

制されたと聞いている」（30歳男性，モンゴル族）（回答

C8）

「砂漠が少なくなっているとテレビで見ました」（29歳

男性，モンゴル族）（回答 C9）

「草原に緑が戻ったとテレビでよく見ています」（46歳

男性，漢族）（回答 C10）

「自然環境が良くなったと思います。ただ，牧民の生活

がどうなっているかについては聞いたことがないので分

かりません」（58歳男性，漢族）（回答 C11）

牧民は「草は良くなった」など，植生回復の点では一

様に生態移民政策を肯定的に評価する。しかし同じく一

様に，「今の草は，家畜が食べてくれない」など，牧草地

としての利用価値の点からは否定的な評価を行った。こ

れに対して行政職員は，「草が増えて，砂嵐も少なくなっ

ている」など，一様に砂漠化防止を重視した視点から，

生態移民政策を肯定的に評価した。牧民と異なり，牧草

地としての利用価値を考えて生態移民政策を評価する視

点は，行政職員の回答には見られなかった。さらに都市

住民も行政職員と同様，一様に環境保全の達成を根拠と

して生態移民政策を肯定的に評価した。ただし都市住民

の評価には，C8・C9・C10のように，報道を通じた伝聞

的な情報にもとづく回答も多かった。

行政による集権的管理に関して，牧民は植生回復と牧

畜の二つの価値から肯定的および否定的な面にわたり両

義的に評価したが，その一方で行政職員と都市住民は環

境保全のみを重視し，行政の集権的管理を肯定的な面で

のみ評価する傾向が明らかになった。

牧草地の管理権とその根拠に関する評価

牧草地の管理を行う権利は牧民・行政職員・都市住民

のいずれにあるのか，その根拠は何かについて，3種の

アクターそれぞれから以下のような回答が得られた。

【牧民の回答例】

「……この地域の草原は私たちのものであるはずです。

私が知っているのは，この土地は親から受けついだもの

で，決して国や行政からもらったものではない，という

こと。管理する権利は，もちろん私たちにしかないでしょ

う。……行政にそうした資格はないですよ。私が言って

いる資格とは，権力とは別のものです。彼らに牧草地を

どうやって管理すればいいのかが分かるというのでしょ

うか」（68歳男性，モンゴル族）（回答 D1）

「もちろん牧民にある。今まで私たちが代々この土地を

守ってきたのだから。他の者には資格もないし，権利も

ないはずです」（36歳男性，モンゴル族）（回答 D2）

「管理する権利は，もちろん私たちにあるはず。この土

地を私たちがずっと管理していたからです。行政にも都

市の市民にも，その管理権はないですよ。権利があると

しても管理の方法を知らないので，結局は管理できない

と思います」（58歳男性，漢族）（回答 D3）

「もちろん牧民にあると思います。いままで使っていた

からです。地方政府にそんな権利はありません。都市住

民にもないと思います」（43歳男性，漢族）（回答 D4）

【行政職員の回答例】

「牧草地の管理義務は牧民にもあります。彼らの生活の

場ですから，それをうまく管理し，利用するべきです。

ただし，法的にはっきりしていない，明確に定めるべき。

政府には牧民を指導する権利があるので，放牧地を直接

管理する権利もある。都市住民には直接的な関係がない

ので，その権利は生じない」（36歳女性，モンゴル族）

（回答 D5）

「率直にいえば，この草原は牧民のものです。しかし，

現在は行政が管理主体になっている。都市住民には直接

管理する権利はないけれど，意思決定に参加する必要は

あると思います」（42歳男性，モンゴル族）（回答 D6）

「管理するのは政府が主体になるはず。政府の指導の下

で環境の管理を行うべきです」（40歳女性，漢族）（回答

D7）

「牧草地の管理権は都市住民や牧民ではなく，行政に

あると思います。今回の生態移民政策は政府が中心と

なって実施しているから，政策を一貫させて進めるべき

です」（48歳男性，漢族）（回答 D8）

【都市住民の回答例】

「牧民に所有権と利用権があるので，その権利もあると

思います。行政はそれをサポートするべきです。都市の

市民は彼らと別の生活パターンを取っているから，かか

わりはありません」（50歳男性，モンゴル族）（回答 D9）

「牧民に法的権利，法的主体性を確立しなかったこと
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が，今日の最悪な状況を招いたのだと思います。他人に

は全く関係ないように思われますが，民主国家であれば

私たち都市の人間も意見を述べることができるかもしれ

ません」（65歳男性，モンゴル族）（回答 D10）

「そうした権利は地方行政にあると思います。法律を実

施することができるから。牧民や都市住民には，そういっ

た権利はありません」（38歳男性，漢族）（回答 D11）

「政治的権利でいえば，所有者の行政に権利がある。牧

民はただの利用者ですから。都市の市民は利用者・所有

者どっちでもないから，手を出す権利はないでしょう」

（46歳男性，漢族）（回答 D12）

「牧民には法的な利用権があるから，管理する権利もあ

るはず。牧民以外には誰も草原を管理できないと思いま

す」（56歳男性，漢族）（回答 D13）

「牧民には草原の利用権が法律的に認められているか

ら，もちろん権利がありますが，現状の回復では行政が

中心となって，牧民が協力して行った方がいいと思いま

す。法的・政治的に言えば都市の市民には関与する権限

がないため，参加しないと思います」（58歳男性，漢族）

（回答 D14）

まず牧民は，回答 D2・D3などのように，行政より以

前から自分たちが牧草地の管理に携わってきた歴史性を

もとにして，自らの管理権の正当性を承認していた。し

かし，伝統的に牧草地を管理してきたという歴史性は，

現在の中華人民共和国における法規的あるいは政治的，

社会的な制度から牧民の正当性を根拠づける制度的基盤

とはなりにくい。この場合の歴史性は，認知的基盤のひ

とつと見るべきである。すなわち，牧民は自らの正当性

を，認知的基盤をもとに承認していると結論できる。さ

らに牧民は D1・D3のように，牧草地の管理に必要な知

識や技術，つまり専門性の不足を根拠として，行政職員

と都市住民の正当性を否認する傾向が示唆される。しか

し専門性も，先述の歴史性と同様，自他の正当性を判断

する上で法規的ないし政治的・社会的な制度に裏づけを

持つ根拠とはなりにくい。すなわち牧民は，認知的基盤

にもとづいて行政職員と都市住民の正当性を否認したと

言える。

行政職員は，D5・D8のように，政治的な強制力すな

わち制度的基盤から自己の正当性を承認していた。一方

で牧民と都市住民の正当性に関しては，「管理権は都市住

民や牧民にあるのではなく，行政にある」（D8）と否定

的に評価した。牧民の正当性には「法的にはっきりして

いない」（D5）と法規上の未整備が挙げられ，このこと

から行政職員は，制度的基盤をもとに牧民の正当性を否

認することが示唆された。また都市住民の正当性を否認

する根拠としては，「都市住民には直接的な関係がない」

（D5）と当事者性が低いことを指摘する回答が見られた。

当事者性は，先述の専門性と同様，制度的な裏づけを持

つ基盤にはなりにくいだろう。したがって行政職員は，

都市住民の正当性を認知的基盤にもとづいて否認したと

結論できる。

最後に都市住民は，D12・D14の回答など，法規的・

政治的な権限の欠如，すなわち制度的基盤をもとに，自

らの正当性を否認していた。次に牧民に対しては，D9・

D13などのように，法規的・政治的な権限の保持を根拠

として，その正当性を承認する回答が見られた。また行

政職員の正当性に関しても，D11・D12のように，やは

り法規的・政治的な権限の保持に依拠して承認する回答

が見出された。D11・D12・D13を対比させると，牧民と

行政職員どちらか一方の正当性を制度的基盤から承認す

る場合には残る一方の正当性を否認する回答が見られ，

牧民と行政職員いずれの正当性を認めるかによって，都

市住民による評価は二つに分かれる傾向があった。都市

住民による，都市住民自身および牧民と行政職員の正当

性に関する判断の根拠は，総じて制度的基盤に偏重する

傾向があった。

以上をまとめると，牧草地の管理権をめぐる牧民・行

政職員・都市住民の間での正当性の相互承認構造を，図 1

のように示すことができる。アクター 3種間での正当性

の承認過程には，相互に一致する部分と不一致の部分が

見出された。まず都市住民に対して，牧民と行政職員は

それぞれ，専門性ないし当事者性という認知的基盤に依

拠して正当性を否認した。さらに都市住民自身も，自ら

の正当性を制度的基盤にもとづいて否認した。それぞれ

異質の基盤からではあるが，牧民・行政職員・都市住民

はいずれも都市住民が牧草地の管理に関与する権利の正

当性を否認しており，この点ではアクター間で合意が成

立していた。しかし行政職員の正当性に関しては，行政

職員自身が制度的基盤にもとづいて自らの正当性を承認

する一方で，牧民は認知的基盤から行政職員の正当性を

否認した。牧民と行政職員との間で，行政職員の正当性

の承認に不一致が生じているのである。また牧民の正当

性についても，牧民自身がこれを認知的基盤から承認す

る一方，行政職員は制度的基盤をもとに彼らの正当性を

否認した。つまり牧民の正当性をめぐっても，牧民と行

政職員との間には不一致が認められた。

考　　　察

牧草地の砂漠化について，牧民はそれが特別な環境問
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題ではなく，過去から恒常的に発生し，それへの対応も

自分たちの生活に組みこまれた，日常的な現象としてと

らえていた。むしろ，現代になって砂漠化が突然問題視

され始めたことに疑念を呈する回答が多かった。内モン

ゴル自治区では近年，都市化とともに漢民族の急速な流

入が進み，既述のとおり調査対象の正藍旗でも漢民族が

マジョリティとなっている。民族構成や人口動態，産業

構造などの変化が，歴史的に見れば過去からあまり変

わっていない砂漠化の現象を，社会的な問題として焦点

化させた可能性が指摘できる。

行政職員と都市住民は，砂漠化を地球環境問題の一環

ととらえる視点から，そのリスクを重大視していた。行

政職員には砂漠化に対する職業上の関与を示す回答が見

られ，職務とのつながりから砂漠化にかかわる位置にあ

ると結論できる。これに対して都市住民には，砂漠化に

よる自身の日常生活への影響や関与を挙げる回答が少な

く，砂漠化への関与・関心ともに他のアクター 2種より

も相対的に低いと考えられる。本研究では当初，都市住

民を黄砂から日常生活上に影響を受けるアクターと想定

したが，実態としての彼らは，砂漠化をひとつの焦点と

する牧草地の管理に対して“深い関与はないが，さりと

て無関係ではない人々”（大沼・中谷内，2003），すなわ

ち無関係ではないが相対的に関与や関心が低い非当事者

となるアクターと位置づけられるだろう。

牧草地の集権的管理と定義できる生態移民政策そのも

のについて，牧民はこの政策が実際には自分たちへ好ま

しくない影響を及ぼしたと評価したが，都市住民と行政

職員に対しては，彼らがその実態を見ることなく牧民の

生活向上と環境保全が達成されたと見なしているだろう

と予測した。実際に行政職員は，環境保全の点から生態

移民政策を肯定的にとらえていた。行政職員はさらに，

牧民と都市住民も政策に肯定的な評価を行っているだろ

うと予測していた。これらに対して都市住民は，上記し

た非当事者としての立場を反映し，伝聞的な情報から生

態移民政策を評価するなど，政策への関心が低かった。

全体として，生態移民政策を否定的に評価する牧民の実

態を行政職員と都市住民が理解していない点と，実際に

は政策への関心が低い都市住民に対して，牧民と行政職

員からは彼らが肯定的な政策評価を行うだろうとの予測

がなされた点に，アクター間での相互評価の不一致が見

られた。

牧民と行政職員の正当性に関しては，まず牧民が歴史

性という認知的基盤にもとづいて自己の正当性を承認す

る一方で，行政職員は法規上の未整備という制度的基盤

から牧民の正当性を否認した。これに対して行政職員は，

政治的強制力という制度的基盤で自らの正当性を承認し

図 1　コモンズとしての牧草地の管理権をめぐる牧民・行政職員・都市住民の間での正当性の相互承認構造
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たが，牧民の側は専門性という認知的基盤から行政職員

の正当性を否認した。自他の正当性を評価する上で，牧

民は歴史性や専門性といった認知的基盤を重視するが，

行政職員は法規的あるいは政治的な規定という制度的基

盤に重点を置いており，この二者は正当性の判断にあ

たって重視する基盤が相互に異なっていた。

以上の結果が得られた背景について，次のように考察

できる。内モンゴル自治区では土地細分化政策の導入

後，家畜を広範囲に移動させる遊牧は，産業として事実

上消滅した。しかし現在でも，固定化された土地の中で

家畜の飼育を行う牧畜を生活基盤とする牧民は多く，彼

らは牧草地から空間的・経済的に分離した都市での生活

を必ずしも希求しない。このことは，生態移民政策への

評価において，彼らが自身の生活に生じた変容を否定的

にとらえた回答を行ったことから傍証される。彼らに

とっての牧草地は日常生活の場であり，したがって植生

回復のみに偏重して人間と家畜を牧草地から撤退させる

方法は，彼らにとって望ましい管理形態ではない。牧民

が望む管理とは，牧草地を基盤とする自らの生活上の便

益を獲得しつつ，その便益を長期的に維持するために植

生回復を図り，結果としてこれを環境保全という公益達

成へとつなげる管理形態であろうと予測できる。この予

測は，生態移民政策に対する牧民の評価が，植生回復に

関しては肯定的であった反面，牧畜に適さない草が増え

たとして牧草地の利用価値からは否定的となり，多面的

な評価であったことから傍証される。したがって牧民が

管理者に求めるのは，牧畜のために牧草地を利用しつ

つ，同時に植生の維持を可能にする能力や技術，知識で

ある。牧民が牧草地の管理にあたって専門性などの認知

的基盤を重視するのは，彼らが牧草地を生活の場とし，

その適正管理が自らの生活に影響を及ぼす当事者である

ためと考えられる。

これに対して，行政職員は牧草地が生活の場ではない

ので，牧民のように自らの生活と植生回復とのバランス

を考える傾向は低いだろう。むしろ，職務上から砂漠化

に関与する彼らは，行政主導による生態移民政策が砂漠

化防止に重点を置くため，これに沿って牧草地管理の目

的を砂漠化防止のみに固定しやすい。このことは，本研

究で行政職員が砂漠化防止を重視して生態移民政策を肯

定的に評価し，牧草地としての利用価値を考慮する回答

がなかったことから傍証される。つまり行政職員は，牧

草地の管理いかんで生活に影響が及ぶ当事者ではないた

め，牧草地を牧畜に利用しながら植生を維持させる技術

や知識への考慮が低下したのである。この結果，牧草地

の管理権の正当性を判断するにあたり，法規的・政治的

な規定などの制度的基盤のみを重視する傾向が発生した

と考えられる。また行政職員と同様に，都市住民も砂漠

化防止のみを焦点として生態移民政策を評価しており，

さらに自他の正当性を制度的基盤に偏重して評価する傾

向が認められたことも，行政職員と同一であった。ただ

し都市住民の場合，先述のように報道などの伝聞的情報

にもとづいて生態移民政策を評価する傾向があり，行政

職員と比較してもさらに牧草地への関与や関心が低い非

当事者としての視点を持つ。

以上のように概観すると，正当性を評価する基盤が牧

民・行政職員・都市住民の間で相違した原因として，こ

の三者間で牧草地の価値づけが異なる点が挙げられる。

牧草地に対する牧民の評価には，牧畜の経営に必要な資

源としての側面が含まれるが，行政職員と都市住民は砂

漠化防止を主眼とする環境保全の対象としてのみ，牧草

地を評価した。牧畜のための資源あるいは砂漠化防止の

緑地など，各アクターが牧草地に異なる価値づけを行っ

たことに見られるように，コモンズは複数の価値を重層

的に内包する（佐藤，2002）。こうした重層的価値を持つ

コモンズの適正管理を円滑に進めるためには，それぞれ

の価値に依拠したアクター同士の合議にもとづく共同管

理制度の構築が重要である。合議を通して牧草地に対す

る多元的な価値評価をアクター間で共有することは，牧

畜のための資源，砂漠化防止の緑地といった牧草地の多

様な価値を並行的に発展させることにもつながる。共同

管理制度を構築するためには，砂漠化防止のみを目的と

して行政が一元的に牧草地を管理するのではなく，牧民

のように異なる価値を牧草地に付与する人々の意見を，

牧草地の管理に反映させることが必要になる。たとえば，

牧草地の長期的利用のために牧民が蓄積した伝統的な知

識や技術の重要性を行政職員が再評価し，行政による牧

草地の管理政策に反映させる方略が提起できる。これは，

伝統的な知識・技術に裏づけられた専門性という認知的

基盤に依拠して牧民の正当性を承認することを前提とし

た，行政職員と牧民との共同管理制度の構築である。あ

るいは，牧民が牧草地を管理する権利を法規的に確立し，

制度的基盤にもとづく正当性を行政職員に承認させるこ

とも，行政職員と牧民との共同管理制度を構築するため

の方略となるだろう。牧草地の価値評価とそれにもとづ

く正当性評価とのつながりの分析，ならびにそれをもと

にした共同管理制度の構築に向けた議論の喚起は，今後

の研究における学術的あるいは実践的な重要課題である。

本研究におけるもうひとつの重要な示唆は，都市住民

自身が，法規的・政治的権限の欠如という制度的基盤か

ら，自己の正当性を否認した点である。都市住民自身に
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よる自らの正当性の否認は，彼らが牧草地の管理に関与

する権利を自ら放棄する傾向にあることを示す。

あるアクターがコモンズの管理へ関与しようとする際

には，コモンズの現状や管理のあり方について情報を集

め思考するための様々なコストがともなう。しかし，先

述のように都市住民は牧草地とのかかわりが小さい非当

事者であり，牧草地の管理に関する決定は彼らの利害に

あまり影響を及ぼさない。このため都市住民には，牧草

地の管理を牧民や行政職員へ委ねることで，上記の様々

なコストを回避する傾向が生じやすいと考えられる。す

なわち，コモンズとのかかわりが小さい非当事者は，コ

モンズの管理に関する決定を当事者へ委ねることによ

り，その決定の是非について自らが積極的に考えたり，

関与したりする権利を放棄しやすい。本研究における都

市住民が牧民や行政職員の正当性を承認したのは，牧草

地の管理について注意深く考慮した結果ではなく，積極

的な思考そのものを放棄したことでこの二者いずれかの

権利を承認した結果であった可能性は否定できない。非

当事者に発生しやすいこうした認知傾向を，「消極的当事

者主義」と呼ぶことができる。

内モンゴル自治区における牧草地の管理は，牧民の生

活の維持や砂漠化防止など多様な方面に影響を及ぼす。

このように社会全体の利害にかかわる問題は，牧民や行

政職員のみではなく，都市住民を含む多様なアクターに

よる合議を通して，その是非が決定されるべきであろう。

先述した牧民と行政職員による共同管理制度も，都市住

民を含めた合議を通して構築されることが望ましい。消

極的当事者主義の発生を防ぐために，社会全体の利害に

かかわるアクターとして都市住民のような非当事者に

も，牧草地の管理に関与する権利や機会が提供される必

要がある。より重要な点として，都市住民が牧草地の管

理に関与する権利を，牧民と行政職員の側が承認しなけ

ればならない。たとえば蘇米雅（2012）は，都市域の大

学生が「社会実践」の一環として牧民のコミュニティを

訪問する事例を紹介した。このように牧民と都市住民と

の直接的な意見交換の場を設定することは，牧草地に対

する相互の価値評価の共有化を進め，牧民の側には都市

住民の正当性への考慮，都市住民の側には消極的な当事

者主義の抑制を促すと期待できるだろう。

井上（2004）は，熱帯雨林の自然資源管理に関する考

察を通じ，異なる利害や価値観から資源にかかわる多様

なアクターが共同で資源管理を行う「協治」の重要性を

主張した。「協治」の実現には，地元住民が中心となりつ

つ外部の人々と合意を形成して資源の利用や管理の方針

を決める「開かれた地元主義」と，資源管理に関与する

多様なアクターへその関与の深さに応じて発言権を認め

る「かかわり主義」という，二つの理念が重要になる（井

上，2004）。この理念を，本研究における牧民・行政職員・

都市住民に適用すると，牧草地の管理にあたって中心的

な役割を果たす権利をまず牧民に認め，しかし牧民は自

らだけで牧草地の管理方針を決定するのではなく，行政

職員と都市住民との合議を経てこれを行う。その際に三

者は，牧草地との関与の深さに応じた発言権や決定権を，

相互に承認する。すなわち，牧民・行政職員・都市住民

が「牧草地とのかかわりに応じて誰が最も正当な発言権

や決定権を持つのか，次に正当な権利を持つのは誰か」

という順位も含めてそれぞれの正当性を相互に承認する

ことで，牧草地の重層的価値を並立的に発展させる「協

治」が可能となるのである。

本研究では，法規的・政治的な基盤をもとにした行政

職員の正当性を，牧民が認知的基盤から否認する，ある

いは逆に，認知的基盤に依拠した牧民の正当性を，行政

職員が制度的基盤をもとに否認するという，牧民および

行政職員の制度的基盤と認知的基盤の不一致が示され

た。Feather（2003, 2008）によれば，権利の正当性を規

定する制度的基盤と認知的基盤との不一致は，怒りや不

満などの否定的な情動喚起につながる。たとえば牧草地

の管理をめぐり，牧民が行政職員に対して否定的な情動

を発生させた場合，行政主導の政策が牧民に受容されず，

政策そのものが効果的に機能しなくなる可能性もある。

このような事態を回避するためにも，牧民・行政職員・

都市住民の間で正当性の相互承認を一致させ，三者の合

議にもとづく共同管理制度，すなわち「協治」の達成が

重要であろう。

こうした「協治」の達成に必要な手続きは，第一に，

アクター間で直接的な議論を行う熟議（deliberate）のた

めの場の設定であろう。こうした熟議には，各アクター

が政策にかかわる自他の権利の根拠となる価値について

考え，それらの価値に対する相互の評価に関する理解を

促す効果がある（Johnson, 2008）。ただし野波・大友・坂

本・田代（2012）によると，公共政策の是非をめぐって

当事者と非当事者が相互の正当性を判断するとき，当該

の政策にともなう相互の利害に関する具体的な情報が教

示されると，非当事者は自身の側の正当性を高く評価す

るが，情報が乏しい場合には，非当事者も当事者と同様，

当事者の側の正当性を承認する。公共政策にともなう公

益は広域的かつ間接的で可視化しにくいのに対し，当該

の政策に深くかかわる当事者の利害は直接的で可視化も

容易である。このため，アクター間で相互の利害に関す

る正確で具体的な情報が乏しい場合，可視化が容易で周
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辺的処理の行われやすい当事者の利害情報のみが，アク

ター間で共有される可能性が高い。これにより，当事者

の正当性を重視することへ，非当事者自身も同意しやす

い結果となる（野波ら，2012）。本研究において都市住民

に消極的当事者主義が発生した原因に，生態移民政策を

めぐる牧民と都市住民双方の利害に関する情報の不足を

挙げることができるだろう。すなわち，公共政策をめぐ

る当事者と非当事者の熟議は，両者がいずれも相互の利

害について具体的な情報を共有した上でなければ，当事

者の正当性のみ承認という合意形成がなされやすいと推

測できる。これは，熟議民主主義（Johnson, 2008）の進

展にあたって，今後の検討を要する示唆である。

第二に，多様なアクターによる「協治」達成には，ア

クター間の熟議を経た合意を，行政の側が取り入れるこ

とを保障した決定システムの構築が必要である。野波・

加藤（2012）は，信頼性などの認知的基盤が不明確であ

るにもかかわらず法規的な基準などの制度的基盤から特

定のアクターに対してコモンズの管理権が根拠づけられ

る場合，制度的基盤以外の正当性の根拠に関する人々の

熟慮が低下し，正当性の判断において制度への過度の依

存や，逆に制度への信頼低下，当該のコモンズそのもの

への関心の低下などが発生する可能性を指摘した。内モ

ンゴル自治区では，牧草地の管理に関する政策を行政が

単独で決定する一元的管理がとられており，牧民や都市

住民からの意見を反映させるパスがほとんど開かれてい

ない 4）。このことが，牧民に対しては行政職員の正当性

評価の低下，都市住民に対しては牧草地の管理に対する

関心の低下を発生させたと考えることもできる。

内モンゴル自治区における牧草地の管理をめぐるこれ

らの示唆は，現在のわが国における原発の再稼働・放射

性廃棄物処分場の立地・在日米軍基地の移設といった，

迷惑施設の是非をめぐる多様なアクター間での社会的決

定場面にも適用可能である。これらの問題はいずれも，

コモンズ・ジレンマの構造とともに，当事者と非当事者

の間での受苦圏対受益圏という対立構造を併存させた，

典型的な NIMBY（Not in my backyard）問題である（清

水，1999; 鈴木，2011）。対立構造を内包したこれらの問

題では，本研究で焦点とした牧草地の管理というコモン

ズ・ジレンマの場面よりも，アクター間での係争が先鋭

化しやすいとも言える。全体の利害にかかわる NIMBY

問題の適切な解決策を選択する上で，当事者と非当事者

が相互の利害に関する情報を共有せず，非当事者が自ら

の権利を放棄し，「当事者が決定すべき」といった消極的

当事者主義にもとづいて正当性の判断を行うことは，望

ましいあり方ではない。さらに言えば，非当事者が消極

的当事者主義を発生させ，迷惑施設の是非の決定権を当

事者に承認することでアクター間の合意が成立したとし

ても，多くの場合受苦圏に属する当事者は，これらの施

設を拒絶する可能性が高い。その場合，施設そのものが

立地できず，当事者・非当事者を含む全体への公益は達

成されない結果となる。すなわち NIMBY問題が解決さ

れず，当事者と非当事者がいずれもコモンズ・ジレンマ

における共貧状態へ陥る。これに比較すれば，情報普及

の上での熟議の場の設定およびアクター間での合意の政

策への反映を保障して熟議を促すことは，一時的には各

アクターが自身の利害を重視して全体での合意が阻害さ

れることもあり得るが，長期的には当事者と非当事者を

含むアクター間で，全体の利益の達成に向けた正当性の

相互承認が構築され，NIMBY問題の解決に至る可能性も

指摘できる。

本研究では，生態移民政策をめぐる牧民・行政職員・

都市住民の間で，この政策に関与の深い当事者である牧

民の利害に関する情報が都市住民へ正確に伝わらず，ま

た都市住民の側も，政策からあまり影響を受けない非当

事者として関心を低下させ消極的当事者主義を発生させ

る中で，行政職員による一元的な政策決定が進むという

構造が描出された。コモンズの管理に対する非当事者の

関心が低いまま，公益達成のために当事者へ不利益を強

いる政策の決定権が行政にのみ付与される構造は，先述

したわが国における迷惑施設の決定経緯とも類似する。

コモンズの共同管理においては，各アクターに自身の利

害のみに対する過度の重視と消極的当事者主義の発生を

防ぎ，そのために各アクターが相互の利害に関する情報

を共有した上で，「誰が決定を行うべきか」という権利承

認の合意を作ることが重要である。個々のアクターがコ

モンズの管理やそこに関与する自他の正当性に無関心な

まま，行政による一元的かつ自動的な決定がなされる状

態に比較すれば，アクター間での熟議を経て導出された

合意は，それがいかなるものであったとしても，当事者・

非当事者を含むすべてのアクターによる受容可能性が相

対的に高い結論とはなり得るだろう。本研究で得られた，

行政職員からの「都市住民には直接管理する権利はない

けれど，意思決定に参加する必要はあると思います」（回

答 D6），あるいは都市住民からの「民主国家であれば私

4）牧民に対しては，土地細分化政策や生態移民政策，個々の牧草地における家畜の頭数制限に至るまで，自治区

の行政から一方的に通達され，遵守を求められる（筆者らのインタビュー，および現地研究者の指摘による）。
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たち都市の人間も意見を述べることができるかもしれま

せん」（回答 D10）という回答は，こうした熟議民主主義

への希求を示すとも解釈できる。

コモンズの管理をはじめ，多様なアクターの利害に影

響を及ぼす公共政策の決定や運用を円滑に進める上で，

アクター間での正当性の相互承認構造に焦点をあてるこ

とは，重要な視点として提起される。たとえばわが国で

は，東日本大震災にともなう東京電力福島第一原発事故

をきっかけに，今後の原発稼働率の是非を議論する「エ

ネルギー・環境の選択肢に関する国民的議論」が実施さ

れた（2012年 8月 23日付朝日新聞朝刊）。こうした動向

は，公共政策の是非について，行政のみならず多様なア

クターによる合議を通して決定する共同管理の試みであ

り，社会的ガバナンスの興隆ととらえられる（神野・澤

井，2004）。多様なアクターが合議にもとづいて公共政策

の決定・運用を共同的に進める社会的ガバナンスの場面

では，政策の決定権の所在とその根拠について，アクター

間の合意形成すなわち正当性の相互承認における一致を

はかることが重要になる。その際，一部のアクターが自

らの積極的な関与を放棄し，当事者や行政などに決定を

ゆだねる消極的当事者主義の発生を抑制しなければなら

ない。たとえば原発稼働の是非には，原発立地地域の住

民が当事者として関与するのは無論だが，遠隔地の都市

住民も電力の消費者として関与する立場にある。原発稼

働の是非を決定するために様々なアクターが合議を行う

際には，そこへ参加する権利と機会が，原発立地地域の

住民と都市住民のいずれにも保障されなければならない

し，また都市住民における消極的当事者主義の発生を抑

制することも，原発再稼働に関する社会的ガバナンスを

進展させる上で重要な課題である。コモンズの管理をめ

ぐる正当性の相互承認構造を描出する本研究や野波・加

藤（2010）の試みは，このような公共政策についての社

会的ガバナンスの進展に資する基礎的研究と見なすこと

ができる。

なお本研究では，コモンズとしての牧草地の管理に関

与するアクターの分類にあたり，民族や言語などのカテ

ゴリーではなく，職種や生活空間など，牧草地とのかか

わりにおいて成り立つ日常生活上の利害にもとづいて分

類するアプローチをとった。結果として，牧草地の価値

評価や正当性の判断においては，モンゴル民族と漢民族

との差異よりも，牧民・行政職員・都市住民という日常

生活上の利害にもとづくカテゴリー間での差異が，より

顕著であることが示唆された。内モンゴル自治区におけ

る牧草地の管理のあり方を分析する上で，民族的アプ

ローチと並び，本研究のような利害論的アプローチの重

要性も指摘できる。

ただし本研究の知見は，インタビュー調査による質的

分析を通して得られた示唆的なものに過ぎない。牧草地

の管理権をめぐるアクター間での正当性の相互承認構造

をより詳細に検討し，そこからコモンズの管理をめぐる

権利承認の構造について一般性の高い示唆を得るために

は，牧民や都市住民を対象としたアンケート調査による

量的な分析も必要である。あるいは野波（2011）のよう

に，ゲーミングによって正当性の相互承認構造を分析す

る実験室実験の手法も，今後の展開に有益であろう。コ

モンズ管理の問題は多様なアクターによるジレンマ構造

の面から検討されることが多かったが（Hardin, 1978;

Ostrom, 1990），本研究のように正当性の相互承認という

権利構造からとらえる検証も，今後の蓄積が求められる。
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Mutual approval structure of legitimacy around right to manage grass-land as commons: 
Institutional substance and perceived substance among herdsmen, civil servants, and urban 

residents in the Inner Mongolia Autonomous Region

HIROSHI NONAMI (Kwansei Gakuin University)

SUMIYA (Inner Mongolia University of Technology)

HASIEERDUN (Inner Mongolia University)

GO SAKAMOTO (Nagoya Sangyo University)

In this study, legitimacy was defined as the approvability of the self or others’ rights to participate in the

management of commons. We identified the determinants of legitimacy as the following. These include,

institutional substance based on a reference framework consisting of legally institutionalized measures, and

perceived substance based on an individuals’ subjective estimation, such as expertise. In this study, mutual

approval structure of legitimacy pertaining to the right to manage grass-land among herdsmen, civil servants, and

urban residents of the Inner Mongolia Autonomous Region was investigated. Inconsistency among actors’

evaluation of legitimacy was found, for example, herdsmen approved their own legitimacy on the basis of perceived

substance, while civil servants disapproved their legitimacy by institutional substance. We discussed the

importance of focusing on the mutual approval structure of legitimacy surrounding decisions dealing with public

policy such as management of commons where various conflicting interests may pervade.

Key Words: legitimacy, commons, institutional substance, perceived substance, mutual approval structure, Inner

Mongolia Autonomous Region
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